
                                      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も残すところ 1 か月余りとなりました。 
記念すべき 2020 年となるはずが世の中が一変した年になってしまいましたね。しかし、この苦境でこそ生ま
れた発見や絆も多かったのではないかと思います。 
師走の忙しい時期ですが、体調管理を万全に静かな年の瀬を迎えましょう。 

 

 

 

 

 

年 末 の 節 税 対 策 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   優経税理士法人    

～（経済産業省認定）経営革新等支援機関です。～ 

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 6-48TOMOS 神楽坂４階  

TEL03-5206-7457  FAX03-5206-7458 

ukz@uk-g.co.jp http://www.uk-g.co.jp 

いつでもお気軽に 

お問い合わせください。 

スタッフ一同、心より 

お待ちしております。 

✿血液型編✿ 

いろいろな人から秘密の
情報が集まるとき。 
秘密を守りとおすことで、
多くの人から信頼してもら
えるはず。 

周囲の雑音に惑わされる
ことなく、一つのことにとこと
ん集中できそう。短時間
で多くの知識を習得する
ことができるはずです。 

これまで一生懸命頑張って
きたことを、周囲がようやく
認めてくれそう。が、嫉妬や
羨望の的となるため、虚な
態度を心がけましょう。 

いいか悪いかではなく、快か
不快かで物事を判断すると
うまくいくはず。どんなに困
難を極めても、イヤな感じ
がなければ問題なしです。 

 
 

扶養親族等の要件には「生計を一にする」ことが求められ

ています。同居していない場合であっても、扶養する者か

ら生活費等の提供があれば、生計を一にすると捉えること

ができます。 

事業主は別居する扶養親族の確認のため、以下の書類の確

認が必要になります。 

国外居住親族【年末調整時以下の書類確認が必要】 

→親族関係書類(戸籍謄本等)と 

送金関係書類(通帳の写し等 

別居する国内居住親族 

→送金関係書類の提出又は提示は義務ではない。 

→独立の世帯として生計を営んでいる者に対する日常生

活に必要な費用の一部を補助する程度の資金提供では「生

計を一にする」関係にはならないが、日常生活に必要な費

用の全部又はその主要な一部が送金より賄われている場

合や、互いに日常生活に必要な費用を共同して負担し合う

等、日常生活の資を共通にしていると認められる場合「生

計を一にする」と判断することになります。 

                 

PCR 検査は医療費控除の対象となるのか？！ 

新型コロナウイルス感染症に関する検査には大き

く分けて「PCR 検査」「抗原検査」「抗体検査」の

3 つがあります。 

いずれの検査も医師等の判断により受けた場合の

費用（初診料等除く）は、基本的に全額が公費で賄

われているため自己負担額が発生しません。 

一方で、陰性証明書等の取得目的で自費で各検査を

受ける場合、それらは医療費控除の対象とはならな

い事に注意です。陰性証明書の発行費用も医療費控

除の対象外となります。 

◆事業に必要なものであれば会社や個人事業の経

費とする事は可能なので、必要経費に計上しましょ

う。 

◆一方で、自費で行った PCR 検査の結果陽性とな

り治療を受ける場合は、検査費用・治療費ともに医

療費控除の対象となります。 

マスク購入費用は医療費控除対象外 

コロナウイルス感染症予防のためのマスクの購入

費用は医療費控除の対象とはなりません。 

医療費控除は 

①医師等による診療や治療のために支払った費用

②治療や療養に必要な医薬品の購入費用 などと

されています。 

「扶養親族」とはどこまで？ 

たとえば・・・ 

◆月々５万円のお小遣いを

渡している⇒対象外 

◆月々５万円の仕送りがな

いと生活できない⇒対象 


